
令和７年度蓮田市ジュニア・アスポート事業業務委託プロポーザルにかかる 

質問に対する回答書 
 

 

令和 7 年 1 月 10 日 

 

関 係 各 位 

 

 

蓮田市福祉課 

 

番号 質   問   内   容 回       答 

１ 

（業務委託仕様書４学習教室等の設置） 

・学習教室の開催にかかる会場費は蓮田市の

負担でよろしいでしょうか。 

・現在の利用人数を教えてください。 

・公共施設を活用することを想定し

ております。公共施設以外で実施す

る場合には、委託料からご負担いた

だくこととなります。 

・11 名（R6 年 11 月末時点） 

２ 

（業務委託仕様書 ５ 人員配置 （１）学

習支援員及びチューターの配置、（２）ボラ

ンティアの配置） 
・円滑な事業実施のため、現在のスタッフに

活動の継続を依頼する場合があります。ス

タッフの継続要請について、支援していた

だくことは可能でしょうか。 

・継続要請についての支援は想定し

ておりません。 

３ 

（業務委託仕様書 ７ 業務内容 （５）体

験活動の実施に関すること） 
・現在行われている体験活動の例示をお願い

します。 

 

・令和 7 年度蓮田市ジュニア・ア

スポート事業業務委託仕様書をお

読みいただき、必要と思われる体験

活動を計画してください。 

４ 

（業務委託仕様書 ７ 業務内容 （６）健

康支援及び健康増進に関すること） 
・食材等について、努力したにも関わらず十

分な確保が困難な場合はどのようにしたら

よろしいでしょうか。また、調味料等の購

入は問題ないでしょうか。 

 

・本事業の委託料には、食材費は含

まれません。 



５ 

（業務委託仕様書 ７ 業務内容 （７）児

童の送迎に関すること） 
・支援員は「学習支援員等」と読み替えてよ

ろしいのでしょうか。 

・支援員１名以上同行の上、外部業者への送

迎委託は可能でしょうか。 

 

・おっしゃる通りです。 

・可能です。 

 


